
 

 

令和３年１月８日   

生徒及び保護者の皆様へ 

東京都立瑞穂農芸高等学校長 

             吉 野 剛 文  

 

緊急事態宣言に伴う分散登校の実施について 

  

日頃より、本校の教育活動に御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。 

  昨日、国は一都三県を対象に緊急事態宣言を発出し、東京都は緊急事態措置として「人の流れを止める

こと」を目的に、国や区市町村とも協力を図りながら、都民に対する不要不急の外出自粛や、事業者に対

する営業時間短縮、イベント等の開催制限など、実効性のある対策を講じることとしました。 

都立学校については、感染防止対策を徹底しながら学校運営を継続することとしますが、緊急事態措置

を受け、生徒等の接触機会を徹底して減らすため、各都立学校においては、下記のとおり対応いたします。 

つきましては、お子様と下記内容を御確認の上、御対応をよろしくお願いします。 

 

記 

 

１ 基本的な考え方 

学校は、分散登校形態で感染症防止対策を徹底しながら学校運営を継続することになりました。保護者

の皆様におかれましては、御理解と御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

（１）一度に集める生徒数は、全生徒数の２／３程度とします。 

（２）学校は、登校による学習と事前課題及びオンライン課題を組み合わせた形態で授業を展開します。 

（３）緊急事態宣言の解除される日までは、授業終了後、放課後は速やかに帰宅することとします。また、

全ての部活動は中止、大会、対外試合等の実施についても中止とします。 

（４）土日祝日に行う農場管理実習は中止とします。 

 

２ 学びの形態 

（１）登校形態 

①都立高校における分散・時差登校（１月１２日（火）から実施します。） 
（ア）感染のリスクを抑えた登校の実施 

校内での密集を避けるために、登校する生徒数を減じるため「分散登校」を実施します。  

（イ）時差通学【継続】 ＳＨＲ９：００～ 

時差通学を継続し、公共交通機関が混雑する時間を避けた時間帯となるよう、始業・終業時刻

を設定しています。 

 

（２）自宅学習形態 

事前の課題及びオンライン課題に取り組みます。また、後日、取組状況を把握します。 

 

（３）１月１２日（火）からの予定 

  詳細が決定次第、学校ホームページ、一斉メール、Microsoft Teams等を活用して御連絡しますので、

御確認ください。 

【当面の予定について】 

１月１２日（火）２年、３年  （平常授業） 

１３日（水）１年、２年  基礎力診断テスト 

１４日（木）２年、３年  （平常授業） 

１５日（金）１年、３年     〃 

１８日（月）１年、３年     〃 

１９日（火）２年、３年     〃 

２０日（水）１年、３年  課題研究発表会（生活デザイン科） 

２１日（木）２年、３年  課題研究発表会（畜産科学科） 

２２日（金）２年、３年  課題研究発表会（園芸科学科・食品科） 

２５日（月）１年、２年  （午前授業） 

２６日（火）入学選抜試験 （自宅学習） 



 

 

２７日（水）入学選抜試験    〃 

２８日（木）１年、２年  （平常授業） 

２９日（金）１年、２年     〃 

２月 １日（月）２年、３年  （２年：平常授業、３年：卒業考査） 

２日（火）１年、３年  （１年：平常授業、３年：卒業考査） 

３日（水）１年、２年  （平常授業） 

４日（木）１年、２年  （平常授業） 

５日（金）１年、３年  （１年：平常授業、３年：答案返却） 

 

  ※３学年は１／２２（金）までは登校となります。また、２／１（月）、２／２（火）の２日

間で卒業考査を実施し、２／５（金）が答案返却となります。２／３（水）と２／４（木）

に予定していた講演会、観劇は中止となります。その後は、別途登校日の設定があります。 

     ※基本的に１月２２日（金）以降は、３学年が登校しないため（全生徒数の２／３程度） 

１・２学年は通常登校とします。 

 ※パン販売については、諸事情により 1月１２日（火）～１５日（金）までとなります。１８

日（月）以降はお弁当を御持参ください。 

３ 御家庭へのお願い 

学校は、新型コロナウイルス感染症対策として引き続き、日々の健康観察、使用教室の消毒、昇降口及

び畜産科学科棟と園芸科学科棟には、サーモグラフィーカメラの設置を行う等、生徒の皆さんが安心して

登校できるように、丁寧な取組を実施してまいります。また、新型コロナ感染症を乗り越えていくために、

保護者の皆様にも御協力いただき、感染症拡大を防止する対策を継続していきたいと考えています。 

生徒等が感染する場合、家族内感染であることが多いため、生徒等と同様に御家族も健康観察を実施し

ていただくことなど、御家庭における感染症対策の徹底をお願いします。 

（１）家庭で以下の事項について実施してください。 

①毎朝の検温実施。 

②検温結果と健康状態について健康観察票へ入力する。（Microsoft Teams） 

  ※入力できない場合は、健康観察票へ記載して必ず御提出ください 

③健康観察票において何らかの症状がみられる場合は、無理をせず休養するようにお願いします。 

（症状については主治医等に相談して下さい。） 

（２）息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）高熱等の強い症状のいずれかがある場合、また、同

居の御家族様の中に新型コロナウイルスに感染、及び濃厚接触者の指定を受けた場合は、速やかに

学校までお知らせください。体調不良時は、無理をせず休養してください。 

（３）外出時は、必ず「マスクの着用」をお願いします。 

（４）ハンカチ、ティッシュ、タオル等は、各自で準備してください。 

（５）原則、各自のゴミは、感染防止の観点から持ち帰るようにしてください。なお、ゴミ袋は、各自で

準備してください。 

（６）ＰＣＲ検査等の情報があった場合は、至急学校までお知らせください。土日祝日時も学校携帯まで

御連絡ください。 

 

学校携帯（全） ０８０－４８０２－５９１７ 

 

 

４ その他 

（１）今後の予定や学校からのお知らせについては、別途ホームページ、ツイッター等を活用するととも

に、生徒への配布通知等により御確認ください。 

（２）その他、何か御不明な点がございましたら、下記担当者までお問い合わせください。 

 

 

 

〔お問合せ先〕 

都立瑞穂農芸高等学校 

全日制課程 副校長  一ノ瀬 淳 

電話 ０４２－５５７－０１４２ 


